
 

  

4 

 

  第２章 猫の分類   

 

 

このガイドラインでは、人と猫の関わり方の違いにより、猫を次のように分類

しています。 

 

 
飼い猫 特定の飼い主が所有の意思を持ち、飼養している猫 

 

   
うち猫 屋内のみで飼養されている猫 

   

   
 

出入自由な猫も存在します。 

   
そと猫 屋外のみで飼養されている猫 

   

 
飼い主のいない猫 特定の飼い主が存在せず、屋外で生活する猫 

 

   
野良猫 地域にすみ着き、誰にも管理されていない猫 

   

     
野猫 野生化した猫のことをいい、片仮名で「ノネコ」と

表記することもあります。 
     

      

  
 

地域猫 地域の有志が地域住民の理解と協力を得たうえで、

その地域にすむ飼い主のいない猫の不妊・去勢手術

を行い、餌場の管理、ふん尿の後始末など、一定のル

ールに従って飼養・管理する一代限りの猫 

 

      

     
公園猫 地域猫の行動範囲が公園だった場合をいい、本市

では、地域猫の一種とみなします。 
     

      

 

飼い主のいない猫の多くは、無責任な飼い主による「捨て猫」や不妊・去勢手

術を受けていない「そと猫」に端を発して生まれた猫です。 

また、野良猫に餌など与えている人は、一般的に自分が所有する猫とは認識し

ていないため、猫による被害で近隣トラブルになることがあります。 

なお、地域猫活動により、その地域にすむすべての飼い主のいない猫に不妊・

去勢手術をすれば、その数は徐々に減少していくことになります。 

 

  


